
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 Q＆A 

 

1 定期予防接種の対象者はど

のような人ですか？ 

以下の①または②に該当する人のうち、これまでに肺炎球菌ワクチン(ニュー

モバックス NP)を接種したことがない人が定期接種の対象です。 

① 接種日に 65歳の人 

② 接種日に 60 歳～64 歳で、心臓、腎臓､呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウ

イルスによる免疫の機能に身体障害者手帳 1級相当の障害を有する人 

 

① 令和 6年度に 65歳になる人に対して、７月以降、順次ご自宅へ接種券等

を送付します。 

②に該当する人は、保健センターへお問い合わせください。 

 

2 定期接種対象外の人が接種

したい場合はどうすればい

いですか？ 

自己負担（8,000 円程度。ワクチン接種は自由診療のため、医療機関によっ

て異なります。）であれば接種は可能です。 

 

4 過去にこのワクチンを接種

したことがある場合は、接

種できないのでしょうか？ 

2回目以降の接種については、現在、定期接種の対象外となっております。 

なお、自己負担での接種は可能ですので、かかりつけの医療機関へお問い合

わせください。 

5 過去に接種したか覚えてい

ない場合はどうすればいい

ですか？ 

仮に接種により健康被害が生じた際、過去に接種歴があった場合は、定期接

種とみなされず、国の救済の対象になりませんので、接種前に、かかりつけ

の医療機関など、接種の可能性がある医療機関で接種歴を確認してください。 

6 必ず接種しないといけませ

んか？ 

このワクチンは個人予防の目的で接種するものなので、義務ではありません。 

7 ワクチンを接種すれば肺炎

になりませんか？ 

肺炎の原因はさまざまあります。このワクチンは、そのうち、主な原因とな

る肺炎球菌による肺炎の一部を予防できるものです。 

他の原因（別の肺炎球菌によるものや誤嚥等）による肺炎への予防効果はあ

りません。 

8 効果はどれぐらい持続しま

すか？ 

一度の接種で、5～10年は効果が持続するとされています。 

前回の接種から 5 年以上経過すれば、再接種は可能ですが、2 回目の接種の

有効性は 1回目より低いとされています。 

9 他の予防接種と同時に接種

することはできますか？ 

医師が特に必要と認めた場合は可能です。 

10 どこで接種すればいいです

か？ 

広島市内、安芸郡（府中、海田、熊野、坂）の医療機関で接種できます。 

ただし、予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関へお問い合わせ

ください。 

県内の他市町や県外で接種を希望される場合は、手続きが必要ですので、ご

自宅へ送付した接種券と予診票及び住所や氏名が分かるものを保健センター

へ持参してください。 

11 接種に必要なものは何です

か？ 

【定期接種対象者の人】接種券、予診票、保険証、自己負担金（4,600円） 

※定期接種対象者のうち、生活保護世帯、市民税所得割非課税世帯に属する

人は無料です。医療機関に証明書類の提示が必要です（提出は不要です）。 

【定期接種対象外の人】保険証、接種費用（自由診療のため、医療機関によ

って異なります。） 

12 接種券や予診票を紛失した

らどうすればいいですか？ 

保健センターで再発行できます。 

身分証明書を持ってお住まいの区の保健センターで手続きを行ってくださ

い。 

なお、再発行後、紛失した接種券等が見つかった場合は、再接種による副反

応を防止するため、お住まいの区の保健センターに返却してください。 



 

13 予診票への記入はどのよう

にすればいいですか？ 

予診票は安全に接種できるかを判断する重要なものなので、本人が接種当日

の体調等について記入してください。 

本人が自署できない場合は、家族またはかかりつけ医の協力により本人の意

思を確認した上で代筆することは可能です。代筆の場合は、予診票に代筆者

の氏名と本人との続柄を記載してください。代筆者が家族以外の場合は、代

筆した理由も記載してください。 

14 接種時には必ず本人の同意

が必要ですか？ 

接種の際は、必ず本人の同意が必要で、家族の同意のみでは接種できません。 

本人の意思確認が困難な場合は、家族またはかかりつけ医の協力により本人

の意思確認をすることは認められますが、接種を希望することが確認できた

場合に限り接種することができます。 

なお、この場合は、意思を確認する方が、本人へ積極的な接種勧奨をしない

ように注意してください。 

本人の意思明確が明確に確認できない場合は、定期予防接種として接種する

ことはできません。ただし、任意の予防接種として接種することは可能です。 

15 自己負担金が免除になる人

はどのような人ですか？ 

1 の定期接種の対象者で、かつ生活保護世帯または市民税所得割非課税世帯

に属する人です。同じ世帯内に市民税所得割を課税されている人がいる場合

は自己負担が必要です。 

定期接種の対象者に該当しない人は、生活保護世帯または市民税所得割非課

税世帯に属する人であっても、接種費用が必要です。 

また、障害者手帳や被爆者手帳は免除証明書類になりません。 

17 自己負担金の免除証明書類

はどのようなものですか？ 

【生活保護世帯に属する人】 

被保護者証明書 

【市民税所得割非課税世帯に属する人】 

１ 市民税・県民税課税台帳記載事項証明書…住民票上の世帯全員分が必要

です。所得割額の欄が 0 円であれば証明書として使用できます（均等割

額は 0円である必要はありません。）。 

２ 広島市発行の介護保険料納入通知書 

・令和 6年 8月 1日以降に送付された今年度分の通知書に限ります。 

※令和 6 年 4 月～5 月に接種する場合は、前年度分の通知書で代用できま

すが、令和 6年 6月～7月に接種する場合は、市･県民税課税台帳記載事

項証明書を使用してください。 

・所得段階が第 1～3段階の方は証明書として使用できます（ただし、所得

段階が 4 段階以上であっても所得割非課税世帯である可能性がありま

す。4段階以上の場合は他の書類を使用してください。）。 

３ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 （若草色） 

４ 介護保険特定負担限度額認定証（特別養護老人ホームの要介護旧措置入

所者に関する認定証）（ピンク色） 

５ 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証（特別養護老人ホームの要介

護旧措置入所者に関する認定証）（オレンジ色） 

６ 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証（空色） 

７ 中国残留邦人等支援給付に係る本人確認証（白色） 

 

市民税所得割非課税世帯を証明する書類については、フローチャートも参考

にしてください。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 市民税所得割非課税世帯で

あるのに、介護保険料納入

通知書の所得段階は 4 以上

でした。自己負担免除証明

書類は何を用意すればよい

ですか？ 

介護保険料納入通知書では、所得段階が 1～3であれば世帯全員が市民税所得

割非課税であるため、代用書類として認めています。 

該当する方は少数ですが、所得段階が 4 以上でも世帯全員が市民税所得割非

課税の可能性があります。介護保険料納入通知書の所得段階が４以上で、世

帯全員が市民税所得割非課税を証明する場合は、市民税・県民税課税台帳記

載事項証明書の発行が必要となります。詳しくは、お住まいの区の市税事務

所（もしくは税務室）へお問い合わせください。 

19 「課税台帳記載事項証明

書」の発行場所と費用を教

えてください。 

区役所内の市税事務所、税務室のほか各出張所で発行します。インフルエン

ザも接種される方であっても、2部発行する必要はありません。 

市民税非課税世帯に属する人は、発行費用は無料です。 

発行には本人確認書類（免許証等）が必要です。 

20 市民税・県民税課税台帳記

載事項証明書を他の予防接

種で発行してもらいまし

た。高齢者肺炎球菌ワクチ

ンの予防接種でも証明書類

として使えますか？ 

予防接種を受ける年度の市民税・県民税課税台帳記載事項証明書であれば、

代用書類として使用可能です。 

（4～5月に接種する場合は、前年度の証明書を使用してください。） 



 

21 市民税所得割非課税世帯の

証明に、市民税・県民税  

課税台帳記載事項証明書 

の取得を考えています。   

世帯に入っている親族以外

の同居人も非課税であるこ

とが必要でしょうか？ 

同一世帯であれば、親族以外の同居人の方も含めて、市民税所得割非課税で

あることが自己負担免除の条件となります。そのため、同居人の方も含めて、

世帯全員が市民税所得割非課税であることの証明が必要です。 

 

22 １月２日以降に市外から広

島市に転入しました。市民

税非課税世帯の証明はどの

ようにしたらよいですか？ 

市民税・県民税課税台帳記載事項証明書を出すことが出来るのは、1 月 1 日

時点で住民登録をしていた自治体となっているため、広島市で発行すること

ができません。代用書類での証明が出来ない場合は、元の自治体で市民税・

県民税課税台帳記載事項証明書を発行してもらう必要があります。 

23 市外の高齢者施設等にいる

広島市民の方が接種を受け

る場合は、どうすればよい

ですか？<高齢者施設向け> 

広島市の接種券を使って接種を受けることが出来ませんので、お住まいの区

の保健センターで手続きをしてください。手続き後に発行される接種券を使

って接種を受けてください。詳しくは、お住まいの区の保健センターへお問

い合わせください。 

24 予診のみの請求はどうすれ

ばいいですか？ 

〈医療機関向け〉 

被接種者の体調により接種を見合わせる場合で、診察後、医療に移行してい

ないものに限り、予診のみの請求が可能です。請求の際は、予診票右上に医

療機関コードを記載して、予診票のコピーを提出してください。 

25 接種を受ける方の自己負担

免除対象者確認書類は、コ

ピー等を提出する必要があ

りますか？<医療機関向け> 

自己負担免除対象者確認書類については、接種を受ける方が該当しているか

を確認していただき、接種を受ける方へお返しください。コピー等を提出す

る必要はありません。証明書類を確認した後、接種券の免除制度書類確認欄

に記載してください。書類の性質上、重要な個人情報も含まれていますので、

接種を受ける方に配慮しながら確認をしてください。 

 


